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佐藤 榮一氏「（仮）消防車イラスト集」近日発売！！

世界で最も強力なポンプ自動車
ギガンテック消防自動車　アメリカ  ニューヨーク市　1965年ころ

計量の国際単位メガを超え、さらにギガを超える
大きさや能力を持つ消防車として『ギガンテックポン
パー』のニックネームがついた。1960年ころニュー
ヨークの『摩天楼』と称される超高層ビルを更に超え
るビルの建設ラッシュが始まっていた。新ビルの防火
対策は消防用設備により担保されるようになったが
旧超高層ビルは消防車と消防隊員の活動が必要とさ
れていた。

一般的に米国の消防車は大型強力であるが水力・
物理的に限界を超えることはできない。それを承知で
シンボリックな高圧ポンプ、大放水量の消防車を製作
したようである。

この消防当局の懸念は、1920年ころのアーレン
フォックスを、2000年を超えても実動予備車として
温存していたことからも窺える。防火思想の発達して
いた米国ではビル火災が少なくて特に超高層ビルの
火災でギガポンプが活躍しているシーンは伝えられ
ていません。

この消防車とペアを組むのが通称『Big Moo』と
言われる放水砲車ですが、ギガポンパーのトラクター
ヘッドと同じ車体に牛の角に見立てた巨大放水砲

（ノズル口径35㎝）を搭載した想像を絶する威力を
持つ存在として知られていました。このペアのスペッ
クは資料が少なく、記載できないのが残念です。

1960年代の大きさを表す表現は、現代のよう
に豊富ではありませんでした。

巨人伝説は『ダイダラボッチ』など各国にありま
すがそれを超える表現は貧弱でした。核兵器の実験
ではその威力を『メガトン』で表し、過酷な威力を
知らしめていました。

そのころ、『ギガンテック』は空想に近い恐竜『ギ
ガントザウルス』で知られ始めた言葉でした。（ギ
ガントザウルスの化石は1993年発掘）その後、PC
の記憶容量としてギガバイトが日常用語になり、そ
の大きさが理解されることになりました。　

1970年になると『ジャンボ』が表現されました。
意味は巨大な象ということです。『ダンボ』は、わ
が国では、巨大な耳を持つ小象と解されています
が『dumb』の意味があり、人権や差別用語として配
慮が必要なキャラクターだそうです。

イラストのサインSakaeは榮一の 榮 で高校時代から使用しています。
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横浜都市発展記念館
主任調査研究員 吉田 律人

消防行政を統轄する
内務省警保局は、水火
災の警防以外に消防
組織が用いられてい
る点を問題視し、構成
員の人事権等を掌握
することで、統制の強
化を図ったのである。
また、警察の統制下に
ない消防組織の廃止をめざしていった。同規則の法令
案は修正の後、2月9日に明治天皇の裁可を得て公布
され、さらに翌10日には、内務省は省令で消防組規則
施行概則を制定、消防組規則の細部を補った。これら
の法令に基づき、5月6日、神奈川県も消防組規則施
行細則を県令で制定、続いて翌7日には「消防組設置区
域名称人員表」を定める。こうした制度改革によって
伊勢佐木消防組、石川消防組、山手消防組の3つの公設
消防組が誕生した。

石川町警察署（現・南警察署）の管轄区域を担当す
る石川消防組は別として、伊勢佐木消防組と山手消
防組はそれぞれの消防団の源流にあたる。前者は組
頭1人、小頭11人、消防手102人の計114人から構成
され、伊勢佐木町警察署管内を担当する第1部と、戸
部警察分署管内を担当する第2部の二つの隊に分か
れていた。一方、後者は組頭1人、小頭4人、消防手40
人の計45人から構成され、山元町・千代崎町・上野
町・諏訪町の4町を担当した。続いて翌95年3月23
日、「消防組設置区域名称人員表」が改正されると、新
たに加賀町警察署の管轄区域を担当する加賀町消防
組（組頭1人、小頭2人、消防手31人、計34人）と、山手
本町警察署管内の外国人居留地を担当する山手本町
消防組（組頭1人、小頭2人、消防手33人、計36人）が
誕生する。これらに加え、居留外国人によって運営さ
れる居留地消防隊が横浜の消防を担うことになった。

消防署の誕生
水道消火栓の普及によって火災の被害は減少して

いったが、消防技術をそれに依存したため、断水の際
は対処不能の状態となった。1899（明治32）年8月

横浜市中消防団の源流〔前編〕
横浜市中消防団の誕生

2024（令和6）年4月1日、横浜市中区の地域防災
を担ってきた伊勢佐木消防団、加賀町消防団、山手消
防団の3団が統合し、新たに「横浜市中消防団」が誕生
した。3つの消防団ともにおよそ130年の歴史を有
する組織で、その統合は横浜の消防の歴史を考えて
も大きな転換点である。これによって横浜市内18区
に、１つの消防署（常備消防）と1つの消防団（非常備
消防）が配置される体制となった。そこで今回と次回
は、中消防団の誕生を記念し、源流となる3つの消防
団のあゆみを追っていきたい。ただし、紙幅の関係上、
各団の詳細について述べるのは難しいので、近代日本
の消防史において大きな転換点となった①消防組規
則、②特設消防署規程、③警防団令、④消防団令の4つ
の法令と、伊勢佐木・加賀・山手の3つの消防組織と
の関係についてひも解いていく。

警察署と公設消防組
消防技術の変革は消防組織の改編を促す。1887

（明治20）年10月、日本初の近代水道が横浜に布設さ
れると、神奈川県は水道消火栓の整備を進め、消防の
水利は大幅に改善された。同時期、1884年12月16
日制定の消防規則及び消防細則に基づき、横浜警察
署・居留地警察署の指揮下に第1から第6の消防分隊
があった（神奈川県警察本部編『神奈川県警察規則』神
奈川県警察本部、1887年、268～285頁）。各分隊
は蒸気ポンプや腕用ポンプを運用して消火活動にあ
たったが、消火栓の運用が良好だったため、1888年
4月に廃止されることになった。消防分隊を管理する
神奈川県警察は、構成員の消防人足がたびたび問題を
起こしていたため、その一掃を図ったのである。これ
によって従来の消防人足たちは私設の消防組織へと
流れていった。横浜に限らず、各地域の消防組織はそ
れぞれの土地の慣習・文化等によって大きく左右さ
れており、警察による統制が課題となっていた。

1894年2月3日、第2次伊藤博文内閣の内務大臣で
あった井上馨は消防組規則の法令案を閣議に提出、そ
の審議を伊藤らに求めた（国立公文書館所蔵『公文類
聚 第十八編 明治二十七年 第四十巻』）。全国の警察・

左から：伊勢佐木、加賀町、山手各団長
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横浜都市発展記念館
主任調査研究員 吉田 律人

四十三編 大正八年 第三巻』）。これに伴い、8月29日、
神奈川県は特設消防署規程施行細則等の法令を整備、
新設の第一消防署（現・西消防署）と、薩摩町消防組の
装備・施設を引き継いだ第二消防署（現・中消防署）
が設置されるなど、常備消防の開設にむけた準備を加
速させていった。ここで消防組の管轄は警察署から消
防署へ移管され、伊勢佐木町消防組は第一消防署、山手・
山手本町・加賀町の3つの消防組は第二消防署の担当
となった。加えて、第二消防署には、元薩摩町消防組の
構成員によって組織された特置消防組も置かれた。

9月1日午前10時30分、神奈川県庁の議事堂にお
いて消防署開設の式典が催された。そこで警察部長の
大森吉五郎は、消防署の開設について、「時代の要求
に対応すべき大規模の消防機関を完備せしめんがた
め組織されたる公共的事業なれば、諸君は決して誤解
の念を抱かず、従前に倍し本市火災防遏の為め尽力せ
られたし」とした上で、「諸君は決して在来の各町内
消防組が今回の官設消防署の為め消滅に帰したるも
のゝ如く理解し、万一の場合に双方意志の疎通を欠く
が如き事なからんを切望す」と、消防署と消防組の連
携を求めている。火災の拡大を防ぐには、常備消防と
非常備消防の協力が不可欠であり、これは現在の消防
署と消防団との関係にも通じている。ただし、専門の
消防署が開設されたことで、消防組の人員は従来の3
分２以下に減らされることになった。

12日夜に発生した雲井町大火（焼失約3200戸）では、
夏期の夜間断水のために放水ができず、大きな被害を
出した。火災は居留地消防隊の蒸気ポンプの活躍で鎮
圧され、周辺の消防組の来援もあって鎮火した。この
災害を教訓に、横浜市は蒸気ポンプや腕用ポンプの再
配備を進めることになる。一方、同年10月31日、外国
人居留地の撤廃に伴い、居留地消防隊は「薩摩町消防
組」と改称、引き続き、居留外国人が費用を負担したも
のの、消防組規則に基づき運用されることになった。
その後、横浜市が蒸気ポンプを導入すると、神奈川県
警察部は1909年11月1日に伊勢佐木消防組常設隊
を新設する。非常備の消防組と異なり、専従で蒸気ポ
ンプを運用する部隊が誕生したのである。

大正初期、常備消防、すなわち消防署を備えた都市
は東京市と大阪市の2つに限られた。災害の減少を
めざす内務省警保局は東京・大阪以外の六大都市、
すなわち横浜市、名古屋市、京都市、神戸市への消防署
設置を模索していた。それに対し、神奈川県会は財政
難を理由に反発したが、1919（大正8）年4月28日に
埋地大火（焼失約3200戸）が発生すると、方針を転換
する。この災害では、複数の出火点から燃え広がり、警
視庁消防部の消防ポンプ自動車も来援するなど、消
火活動は困難を極めた。同年7月16日、特設消防署規
程が制定され、東京市を除く六大都市への消防署設
置が義務付けられた（国立公文書館所蔵『公文類聚 第

「「消防用設備等と防火管理者の役割～日常点検の重要性～」」

管理権原者から選任された防火管理者の業務は、消防法で定められ
ていますが、その中で、消防用設備等の点検及び整備は、いつでも正常
に作動するように防火管理者の重要な業務の一つとして位置づけら
れています。

当協会が消防局からの委託を受けて実施している、防火・防災管理
新規併用講習では、事業所の実態に合った実効性のあるものとして、
消防用設備等の消火設備、避難設備について実技を体験してもらうと
共に、自主点検の重要性を訴えかけています。

たとえば、消防用設備等の中で、熱、煙、炎によって作動する自動火災
報知設備は、火災発生の報知を主目的とするほか、その作動信号が他
設備の連動等にも活用され重要な設備として担っています。

このように消防用設備等は総合的なシステムとして防災対策を有効に機能させる大切な設備ですから、
火災時にすぐに機能が発揮できるように、防火管理者は対応すべき消防用設備等の構造、取扱方法を理解して、
万一、火災が発生した場合に予防措置が講じられるよう、日常点検項目の適正な管理が重要となります。

このことからも、日頃から行う防火管理者の点検は、消防用設備等の信頼性の向上や、防災対策の進展に
つながっていくものといえます。（Ｔ）
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能登半島地震で倒壊した住宅＝１月、石川県七尾市（神奈川新聞社・井口孝夫記者撮影）

「お正月で、帰省した家族が団らん中だった。

そして、重い瓦屋根の家が多かった」。震度 7

を記録した能登半島地震から 2 週間余りが過ぎ

た 1 月半ば、横浜で専門家らを対象とした講演

会が開かれた。タイトルは「建物の耐震化のポ

イントを考える」。登壇した名古屋工業大の井

戸田秀樹教授は、つぶれた家で犠牲になった

人の多さを指摘した。「その割合は阪神大震災

や熊本地震以上だ」

元日の夕刻に発生し、不運が重なった能登半

島地震。これまでに 240 人以上の犠牲者が出て

いるが、石川県が 1 月中に氏名を公表した 129

人の 9 割近い 111 人が住宅の倒壊に巻き込ま

れていた。

激しい揺れで露呈したのは、耐震化の遅れだ。

犠牲者が多かった石川県珠洲市の住宅耐震化率

は約 51%（2018 年度）。輪島市は約 45%（2019

年度）と全国平均を大幅に下回っていた。

一方で、住宅耐震化に対する珠洲市の補助額

は最大 200 万円、輪島市では最大 150 万円と

手厚い。にもかかわらず、耐震化が進んでいな

かった要因の一つに、40～50% 台に達している

両市の高齢化率の高さが挙げられる。

老朽化した住宅に高齢の世帯がひっそりと暮

らす。そんな居住実態が垣間見える中、備えの

意識をいかに高め、耐震化に結びつけていくか。

全国共通の課題だが、取り組みの成果や工夫に

は地域差がある。

横浜市の住宅耐震化率は推定で 93%（2021

年）。珠洲市や輪島市と比べるとかなり高く、全

国的にも高水準だが、だからといって安心できる

わけではない。一戸建てと共同住宅の耐震化率

を別々に試算すると、共同住宅が 96% に達して

いるのに対し、一戸建ては 88% にとどまる。横

「命守る住まい」を増やす
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能登半島地震後、横浜で開かれた耐震講演会。名古屋工業大の井戸田
教授が一層の工夫を呼びかけた＝１月、波止場会館

横浜の講演会で、井戸田教授は強調した。その

上で、住まいの強度を的確に把握する診断方法

を広げ、無駄な工事を省くとともに、施工しやす

い合板などを活用する手法を提案した。安価な

上に工期を短縮できるとあって、高知県などで

成果が出ているという。

一方で、「神奈川県では、こうした手法が補助

対象になっていない」と課題も指摘した。基準

を満たさなくても、そこに近づける補強を認め、

段階的な改修を促す手法も選択肢になるはずだ。

家全体でなく、部分的に安全な空間を確保する

耐震シェルターや防災ベッドは補助対象となって

いるだけに、さらに工夫を凝らしたい。

安全な住まいがなければ、命は守れない。人々

が命と暮らしをつなげなければ、地域も守れな

い。被災地の教訓に学び、地震対策の基本を徹

底させるための知恵を集めたい。

浜は住宅の総数が多いだけに、耐震性が不足

していると推定される住宅はなお約 11 万戸もあ

り、その約 3 分の 2 の 7 万戸を一戸建てが占

めている状況だ。居住者の高齢化が一段と進む

中、耐震性不足の住宅を「おおむね解消する」

との目標達成は難しさを増していると言わざるを

得ない。

古い住宅が抱える耐震性の問題を浮き彫りに

したのは、真冬の未明に起きた 1995 年の阪神

大震災だった。現行の「新耐震基準」を満たし

ていない 1981 年以前の住宅が相次いで倒壊

し、寝ていた人々の命が奪われた。犠牲者は

6400 人余り。住まいが「凶器」になったと指

摘された。

以来、強度の足りない住宅を補強する耐震化

の助成制度を自治体が設け、家主の負担軽減を

図ってきた。しかし、「阪神」から 30 年近くを

経た今もなお、完了していないのが実態だ。震

度 7 を 2 度観測した 2016 年の熊本地震でも、

同様の問題点がクローズアップされ、取り組み

の成否が問われた。

壁や柱などを補強する耐震改修の費用は、家

の大きさや工事内容によって異なるが、数百万

円ほどかかる。自治体の補助がその一部を穴埋

めする形になってはいるものの、さらにハードル

を下げる視点が不可欠だろう。

「人が亡くなる要因はさまざまあるが、やは

り住宅が壊れないようにすることが大切だ」。

令和５年度 防災講演会開催報告
演 題

日 時

関東大震災100年　横浜港と関東大震災

講師：横浜みなと博物館
学芸員 三木 綾氏

会長あいさつ 講演の様子
主催：公益社団法人横浜市防火防災協会
後援：横浜市消防局

❶ 震災前の横浜港

❷ 震災発生時、
 　横浜港では何が起こったか

❸ 船による救助活動

❹ 関東大震災による
　 港の変化

令和6年2月9日（金）
◆15：00～16：30

場 所 神奈川県立かながわ労働プラザ
３階多目的ホールＢ
横浜市中区寿町１丁目４番地 
TEL　045-633-5413
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本年1月の能登地震では輪島市で4件の火災が発
生し、そのうち1件の火災が消火できずに約5万㎡を
焼失する大規模火災になりました。この火災では、地
震発生直後に大津波警報が発表されて避難を優先す
ることが余儀なくされたことから初期消火の活動が
できなかったこと、消火栓や防火水槽の採水口が壊
れた建物等の下になり断水も加わって使えなくなっ
たこと、更には津波や隆起等の影響で川からの吸水
が困難になったこと等が重なり、住民による初期消
火を始め、消防署や消防団の活動に支障となったと
されています。

火気使用設備等の多くは対震機能が取り付けら
れ、都市ガスやプロパンガスにはマイコンメーター
がつけられるなど、地震時の出火防止対策は着実に
進んでいますが、やはり地震時には大規模火災を抑
えることは難しいのでしょうか。

 阪神淡路大震災等における火災の状況��

阪神淡路大震災が発生した1月17日の神戸市にお
ける火災の発生状況（図1）を見てみると、地震直後
の6時までに60件の火災が発生し、そのうち約半分
の29件が1,000㎡以上の大規模火災に発展していま
す。そして、兵庫区で発生した1件の火災は約10万㎡
にも拡大しています。当日発生した火災で1,000㎡以
上に拡大した火災は、6時までに発生したものが約7
割を占めています。

一方、関東大震災の横浜市における火災の発生時
刻（図2）を見てみると、本震及び規模の大きい余震

（当時の呼び方）の直後に多くの火災が発生し、約30
分の間に約7割の出火が記録されています。これらの
火災がその後大きく拡大し甚大な被害となったこと
は承知の通りで、阪神淡路大震災と併せ、初期消火の
難しさが浮かび上がってきます。

輪島市の火災では、住民の証言によると「防災無線
で大津波警報が出たことを知り避難先に向かう途中
に、煙が立ち上がっていた」とし、また1時間余が経
過した頃には、2軒の建物が燃えているのを消防職
員が見ていることから、地震発生から間もなくして
火災が発生していたと考えられます。

  初期消火の実施状況��� �

阪神淡路大震災で発生した火災の初期消火の状況
を調査したデータ（図3）では、約半数の火災で初期
消火が行われておらず、その割合は平時の火災より
も高くなっています。地震時は、輪島市のように避難
や救助が優先されたり、建物が崩れて消火器が使え
なくなったり、ライフラインが遮断されて固定消火
設備等が使えなくなったりしますので、初期消火が
できない要因が多くなります。

地震時の大規模火災は
１件の火災から

10

件

％

件

％

㎡未満 ㎡以上

・ ㎡以上に拡大した火災のうち、

６時までに発生した火災は約７割

・ 最大 ㎡に拡大

図２

件

件

件 件

本震

Ｍ

余震

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

時までに発生した 件の

うち、 分までに約７割が

発生

件

図１    阪神淡路大震災の神戸市における火災の発生
状況（阪神淡路大震災の記録(消防庁)から作成）

図２    関東大震災における横浜市の出火状況（大正大
震火災誌(神奈川県警察本部編纂)から作成）
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● 防火・防災管理の業務を行う上で必要となる消防関係の法令を網羅した実務書です。 

● 横浜市火災予防条例も編さんされており、法令、条例、両面の規制が把握できます。 

● 監修／横浜市消防局予防部予防課 

● サイズ／Ａ５   ● 重さ／約1,200ｇ 
3,100 円（税込） 
(当協会会員 2,800 円) 

購 入 方 法 
 

電話 045-714-0920 
（総務課） 

「横浜市防火防災協会」のホームページにご案内と注文用紙がありますのでご活用ください。 

問い合わせ先 
 

 当協会窓口で購入 

 宅配を希望 
（送料等の御負担をお願いします。） 

１ 
２ 

小野 和夫

【まとめ】
小さなキャンドルに揺らめく炎は息を吹きかけれ

ば消すことができますが、もしそれが可燃物に引火
し10分もすれば消火器で消せなくなり、更に10分も
すれば消防車1台でも消すことができない程度に拡
大します。これが火災の特徴でもあり恐ろしさです。

火気使用設備等に対する安全な機能の付加等が進
み、地震時の出火件数が少なくなることが期待され
ますが、もし1件の火災でも初期消火がされなけれ
ば大規模な火災となって、救助できる人も救助でき
なくなってしまう可能性は常にあります。

大規模な地震時は、消防署も被災することがあり
道路の被害等もあって、火災が発生し拡大を始める
地震発生初期の時間帯には消防署も活動を始めるこ
とができません。

地震時の大規模火災を防ぐには、市民や事業所の
方々の初期消火行動と周辺建物で煙が上がっている
場合に協力して消火しようとする意識の高揚が鍵に
なります。この機会に
もう一度、消火器の
設置や活用そして初
期消火について考え
てみては如何でしょ
うか。

ただ、阪神淡路大震災では、初期消火器具として
消火器の使われた割合が高く、しかもその成功率は
最も高くなっており、震災時の消火器の有効性を物
語っています。

  全国の火災における消火器具の利用状況����

最近30年間における全国の火災における消火器等
の使用状況（図4）では、消火器の使用割合が減少し、
水をかけたとか寝具をかけたという割合が増加して
います。これは消火器の設置義務がない住宅での火
災が増加していることが影響していると考えられま
すが、地震時の初期消火への対応が心配になります。

火災の際に消火器を使わなかった理由としては、
消火器が近くになかった、気が動転して消火器が置
いてある場所が思い出せなかった、いつも消火器が
置いてあるはずの場所に消火器がなかった、そもそ
も消火器を設置していなかったなどが考えられます。

戸建て住宅における消火器の設置について正確
なデータを見いだすことはできませんが、消火器
工業会の最近の調べによると一戸建て等における
消火器の保有率は約41%であったとされており、ま
たリサイクルシステム年次報告書でもほぼ同様の
データが示されています。このことから、設置率が
80%を超えている住宅火災警報器と比較すると、低
いという印象があります。

平成４年 平成 年 平成 年 令和４年

消火器 その他

「その他」とは、「水道、浴槽、汲み置き等の水をかけた」、「寝具、衣類等を

かけた」等をいう。

消火器

水道・浴槽の水・汲み置き

固定消火設備

簡易消火用具

寝具・衣類もみ消した１ １％

その他 ％

初期消火なし

成功率 ％

成功率 ％

成功率 ％

図３    阪神淡路大震災において初期消火に使ったもの
（火災件数２８５件）（阪神淡路大震災調査報告　
建築編－６から作成）

図４    全国の火災における消火器の使用状況
          （消防白書から作成）
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令和６年１月１日に発生した最大震度７の「能登半島地震」に伴い、消防庁長官から緊急消防援助
隊神奈川県大隊に対する出動の指示を受けて、緊急消防援助隊として同年１月３日から２月13日ま
で37日間にわたり横浜市消防局の部隊を次のとおり派遣しました。

１月２日５時に航空小隊の「はまちどり２」に出動の
指示が出され、翌日13時に横浜へリポートから小松空
港へ進出、主要道路が寸断された輪島市や能登町にお
いて、老人福祉施設からの負傷者搬送や孤立地域への
消防隊員の投入、物資搬送など消防ヘリコプターの機
動力を最大限に発揮した活動を行いました。

陸上部隊は、１月８日８時に神奈川県大隊に出動の指示が出さ
れ、同日12時に小型で走破性が高い、震災救助隊２隊を自衛隊輸送
機で入間基地から小松空港へ空輸で先行進出させ、９日に神奈川
県大隊が陸路で被災地へと入りました。

陸上部隊は輪島市名舟町、町野町、市ノ瀬町の土砂災害による行
方不明者の救助活動や輪島朝市通りの火災現場での捜索活動、輪島
消防署管内の救急搬送や巡回警戒などの支援活動を実施しました。

土砂災害の現場は大規模な崩落により、道路が寸断され、重機
が入れない場所や、二次崩落の危険性のある場所、雪深い山道を
約１時間歩いてたどり着く場所など困難を極めましたが、助けを求める人がいる限り任務を全うす
るという使命感を持ち活動に専念しました。

神奈川県大隊の派遣は２月13日まで続き、延べ557隊1,899人が出動し、横浜市消防局からは延べ
144隊541人が出動しました。

お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、復旧、復興が進み被災された方々の生活
が１日でも早く改善されることを願います。

令和６年能登半島地震に伴う緊急消防援助隊の派遣について
 横浜市消防局　警防課

土砂災害での救助現場 (輪島市町
まちの

野町
まち

)

自衛隊輸送機による震災救助隊の派遣
(埼玉県　入間基地)

被災者搬送の状況（小松空港）

山道を徒歩にて 救助現場での活動の様子

航空消防隊の派遣

神奈川県大隊（陸上部隊)の派遣
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 左から：伊勢佐木消防団　永田団長
 加賀町消防団　　高橋団長
 山手消防団　　　添田団長

「消防団に誇りと責任を！」
歴史と経験に学び、教訓を生かす。

消防団内部から自発的に芽生えた中区３消防団の統合
130年という長い歴史を誇る中区３消防団（伊勢佐

木消防団・加賀町消防団・山手消防団）が１つになり、
令和６年４月１日に中消防団が誕生した。ここにいた
るまでには、各消防団長の粘り強い話し合いがあった。
結論は、「市民の生命、身体や財産を守るという崇高な
使命を果たすため、指揮命令系統を一本化し、来る大規
模災害に一刻も早く備えるべき」というものだった。

東日本大震災では、消防団員が大いに活躍する一方、
危険情報が行き届かず、254人もの消防団員が犠牲に
なった。消防団員の安全を確保した上で使命を全うす
ること。何より人命こそが復興の礎になるのだと我々
は教えられた。中区３消防団の長い歴史と良き伝統を
受け継ぎ「消防団に誇りと責任を！」という想いのもと、消防団をさらに強い組織に変え、将来を担う
優れた人材の育成に一層取り組み、地域防災のリーダーとして、使命遂行に邁進する所存である。

横浜市消防音楽隊は、1958（昭和33）年に横浜開港100
周年、市政70周年を記念して創設され、昨年度に65周年を迎
えることができました。そして、令和６年３月16日には、これ
まで応援していただいた皆様に感謝の気持ちを込め、「躍進
～明るい未来へ～」をテーマに、横浜市消防音楽隊創設65周
年記念演奏会を開催しました。

当演奏会では、ダイナミックかつ表現力豊かな音色ととも
に、「ポートエンジェルス119」の新しいパレード服での華
麗で躍動感あふれるドリル演技を初披露し、未来に向けた新
たな一歩を踏み出しました。

これからも消防音楽隊は、市内各所における演奏・演技を
通じて『安全・安心を実感できる都市ヨコハマの実現』のた
め、防災啓発活動に邁進してまいりますので、変わらぬ御支
援をどうぞよろしくお願いいたします。

中消防団誕生！

横浜市消防音楽隊「躍進～明るい未来へ～」

 横浜市中消防団

 横浜市消防局　横浜市民防災センター

【問合せ】 横浜市消防局横浜市民防災センター   Tel  312-0119   Fax  312-0386

新パレード服：（左）冬用・（右）夏用

横浜市消防音楽隊HP
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Ⅷ 回第 2

横浜市防火防災協会
専務理事

山田 裕之

防火防災 協会におまかせ！

横浜市防火防災協会 防災支援課
 　TEL 045-714-0929 担当：滝沢・河原 防火・防災

コンサルティング

当協会会員様には、点検料金もご相談に応じますのでお気軽にお問合せください。

https://www.ydp.or.jp/consulting/

防火対象物定期点検・防災管理点検は
横浜市防火防災協会へご用命ください！

このことから、大規模な水槽実験が実施された。
その結果、機体客室窓の隅から亀裂が発生し空中
分解するメカニズムが判明した。現在の窓は、楕
円に近い形であるが、コメットは四角に近かった
ようである。
事故の原因を特定しようとする行為は容易では
ないということである。
企業の事故調査では原因から対策までのストー
リーを求められ、ステイクホルダーに対しての説
明にならざるを得ない場合があることは理解でき
るが、きれいごとではない違和感を無視しがちな
ことを忘れてはならない。
事故の原因を理解し、有効な再発防止策を立
てるためには、その時その現場にいた人の気持ち
に立たなければならない。調査者は事故の結果
を把握しており、後知恵ができているために調査
はそれほど簡単なことではないのである。インタ
ビューのポイントは、正直に話してもらうことに
つきるが、当事者は緊張もあり、自己保身もある
なかで、法的強制力や罰則の担保のないままの調
査は容易ではない。ヒューマンエラーの非懲戒制
度を導入している企業もあるが航空業界などの限
られた業界になる。

2023年9月、ニュースに何度となく取り上げ
られた事故が、異なる業界ではあるが、連続して
発生した。
　9月19日JR東京駅近くの中央区八重洲の再開
発地区のビル建設現場で、15トンの鉄骨が落下
する事故が発生。7階部分で作業していた20～
40代の男性作業員5人が鉄骨とともに3階部分に
落下。5人のうち2人が死亡し、3人が重軽傷を
負った。業務上過失致死傷容疑で現場検証が行わ
れているという報道。
青森県八戸市の弁当製造会社の駅弁を食べ、
体調不良などを訴えている人が全国で相次いで
いる問題。全国の有名百貨店やスーパーなどで
開催される食のイベントに商社を通じて商品を
出荷とのこと。29都道府県521人が体調不良。
商品に異常が生じたのは駅弁の製造過程か流通
過程か不明であり、全容解明と原因究明が必要
とされるとの報道。
ここで、コメット連続墜落事故のことに触れ
ておきたい。1952年5月2日に世界初のジェッ
ト機による商業運行が開始された。プロペラ機
より所要時間が半分程度になるなど航空業界に
とっては革新的な航空機でありコメットという
愛称で人気であった。就航から1年後の1953年
5月2日にシンガポールからロンドンに向かう途
中で墜落事故が発生。機体が空中分解し、乗員乗
客43名全員死亡。悪天候に対処する際のパイロッ
トの操縦ミスによるヒューマンエラーと推定さ
れた。さらに1954年1月10日同様の空中分解墜
落事故が発生し、乗員乗客35名全員が死亡。原
因究明が行われたが原因不明のまま運行が再開さ
れ、さらに1954年4月8日墜落事故が発生し乗
員乗客21名全員が死亡。いずれの場合も航空機
の金属疲労が起こるよりも短い飛行時間であるこ
とから、航空機自体に問題があると考えられた。

※岡田氏は当協会の専任講師を務めております。　※「人的エラーからの脱却」は不定期に掲載いたします。
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回第 2

横浜市防火防災協会
専務理事

山田 裕之

防火防災 協会におまかせ！

横浜市防火防災協会 防災支援課
 　TEL 045-714-0929 担当：滝沢・河原 防火・防災

コンサルティング

当協会会員様には、点検料金もご相談に応じますのでお気軽にお問合せください。

https://www.ydp.or.jp/consulting/

防火対象物定期点検・防災管理点検は
横浜市防火防災協会へご用命ください！

令和６年の元日を襲った能登半島地震。いつどこで発生してもおかしくないと分かっ
ていても、これがまさか、平穏で健やかな一年を祈り、最も心穏やかに過ごす元日とは…。
まさに大地震への「覚悟」を突き付けられました。被災地の皆様に改めてお見舞いを申
し上げますとともに、一日も早い復旧と復興をお祈り申し上げます。
さて、今回は、私が防災士を志した背景や勉強の一端などを紹介させていただきます。
定年退職を前にセカンドキャリアへの思いを巡らす中、消防で学んだ知識や経験を無駄にしたくない。少しでも
社会で役に立てばいいな。そのためにも頭に詰め込んだままの情報を棚卸しし、体系的に整理し、不足する分野を
認識し学び直そう。そうした意欲が強くなりました。それなら「防災士」の資格取得が最も効果的、実践的ではな
いかと考えたことが、防災士の学習に取り組むきっかけとなりました。
資格の取得は、研修講座の受講から始まります（図１）。日本防災士機構のガイドラインに沿ってカリキュラムが
構成され、各専門家が講師を務めます。教本に示される２１講目のうち最低１２講目を２日間の集合研修で履修し、
残りの講目にはレポート作成の提出が義務づけられています（図２）。
講座の２か月ほど前に教本とレポート課題が届きました。その分厚さに一瞬たじろぎましたが、教本を広げると、

目次には幅広い分野が網羅され、執筆者はその道の
第一人者ばかり。早速、読み進めると、私の知識が
アップデートされていないこと、まだまだ知らないことが
たくさんあることに気づかされるなど、反省とともに知
的好奇心がくすぐられ、ページをめくるワクワク感を感
じながらの学習となりました。
次回以降に紹介したいと思いますが、集合研修も
刺激的でした。大地震が避けられないなら正しく怖が
るしかありません。それには正しい知識が必要です。
消防の時代に何度も自身を戒めた「基本なくして応用
なし」を再確認する有意義な機会となりました。
「防災士の学習」、おススメです。皆さんもいかがで
すか。

防災士学習のススメ
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No.2 山登り

講習課　日比谷 幹雄
山ガール・アウトドアブームとリスク管理

事務局職員の趣味の紹介

私の趣味
 

事務局職員の趣味の紹介

私の趣味

防災支援課 滝沢 宏

バイクツーリングNo.8

【12月27日自宅(相模原緑区～伊豆下田港)】
自宅を出発し圏央道相模原インターを左に見ながら30

分ほど走ると宮ケ瀬虹の大橋に到着する。ここは私の好き
なスポットだが今回は先が長いので湖を走り抜け、湘南
二宮からしばらく国道1号線を小田原に向かう。風は多少
強いが快晴、相模湾は穏やかで爽快である。真鶴港で
の海鮮丼を楽しみにして走ると、小田原で既に11時にな
り早川港で昼食をとることにした。

早川漁港内の“魚市場食堂”があいにく休みだったの
で、港の食堂街を散策し、“お食事処 かご平”で海鮮丼
をいただいた。ネタはまぐろ、えび、あじ、いくら、貝類
などなど、私的にはエビが美味しかったなー。70代のご
夫婦 ? が営業される客席15席ほどの落ち着ける食堂で、
12時頃になると数名が入店を待っていた。

国道135号線を熱海に向かう。ビックバイクなら真鶴道
路を走るのだろうがマイバイクは125ccなのでバイパス、
有料道路は走れない。だが、湯河原から伊豆山を抜け
熱海に出る一般道は、ほどよいスラロームコースで楽しい
走りができる!さらに伊東から川奈、熱川、稲取、白浜
を抜ける。この海岸線は昔とあまり変わらない風景で懐か
しく、また、伊豆は温泉街道だなと思いながら快走する。
道の駅開国下田港で休憩し、一泊目の下田海浜ホテルに
17時頃到着した（自宅から走行160km）。

消防局を定年退職後しばらく遠ざかっていたバイクツー

リングを再開しました。愛車はホンダグロム125cc、一般

道をトコトコ走る単独ツーリングを年に2、3回楽しんでい

ます ! 2023年12月27日から2泊3日で伊豆半島ツーリング

に出かけたので紹介します。今回は “海鮮丼ツアー ”を目

的に出発しました。

海鮮丼（早川港・かご平）

下田海浜ホテル夕日

ホンダグロム125cc

早川港食堂街風景

下田海浜ホテル前グロム

ツーリングルート

【12月28日 下田～修善寺～西伊豆堂ヶ島】
ホテルを出発し1㎞程の所に「ペリー艦隊来航記念碑」

に寄ってみた。1854年日米和親条約締結のためにペリー
が上陸した場所に建てられており、ペリー像と併せて、“日
米友好の灯”やアメリカ海軍から送られた“錨”が設置されて
いる。

今日は“修善寺”を中心にワインディング走行を楽しむこと
とした。下田から国道414号線（天城街道）を修善寺に向
かい、狩野川に沿って北上し河津七滝、天城峠、湯ヶ島
を抜ける。修善寺に近づくとナビが伊豆縦貫自動車道をし
きりに案内するが125cc以下は通行禁止なので我がグロム
では走れない。ナビは無視して、414号線から県道18号
線に左折し修善寺に到着、昼食を摂り長めの休憩をする。
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横浜市防火防災協会　入会のご案内

ペリー艦隊来航記念碑

堂ヶ島温泉ホテル

ホテルから朝日

戸田峠から見た戸田港と駿河湾

御食事処かにや 海鮮丼

だるま山高原から富士山

【12月29日堂ヶ島～戸田港～修善寺～熱海～自宅】
最終日、 今日は“海鮮丼”を食べなければ旅の目的が達成できない。ホテルの朝

食はパン1個とコーヒーで我慢した。ツーリングマップを見ると戸田港は名物高足
ガニと紹介されている。30年も前の話になるが緑消防署の大先輩と伊豆観光をし
た際、高足ガニを食べさせていただいた記憶が蘇り、戸田港で海鮮丼を食べるこ
ととした。

国道136号線土肥から県道17号線に入る。海岸線沿いには恋人岬、旅人岬、
煌の丘など絶景の富士山スポットがあり走りながらも十分楽しめた。

11時ごろ戸田漁港内の駐車場にグロムを止め、網元光徳丸直営“お食事処 か
にや”に寄った。予約で満席とのことで30分程待たされたが、海鮮丼のネタは、
まぐろ2種、かつお、かに、えび、うに、いくら、たこ、つぶ貝…あとは名前が分
からない。大変美味しく腹いっぱい満足です(2,750円)!

さあ、修善寺に戻り、国道414号線から県道11号線熱海函南線に入ると熱海
市に向かい急勾配の下り坂が続きエンジンブレーキ全開で走り抜ける。

熱海からは往路と同じく、国道135号線を小田原、二宮から県道71号線、国
道246号線、県道64号線を走り宮ケ瀬湖に着いた頃はすっかり日が暮れ、自宅到
着は18時を過ぎていました（本日の走行約170km）。

合計走行距離470ｋｍは2泊3日としては決して長くはありませんが、何種類
かのワインディングを楽しめたことと、何より、目的とした“海鮮丼“を美味しく
食べられたことに十分満足できた伊豆半島ツーリングでした。

修善寺から西伊豆戸田港までの県道18号線が私の
大好きなコースである。“緑の中の爽快ワインディング”が
楽しめる。今回は戸田峠を過ぎ下りにかかった所を左折
し、船原西浦高原線を走ったが交通量も少なく楽しめる
ルートであった。西浦古宇からUターンし戸田峠に戻り
戸田港に下った。ここから国道136号線の海沿いを南下
し2泊目の宿である堂ヶ島温泉ホテルに到着した。ワイ
ンディングを十二分に楽しんだが疲れた～。（本日の走
行約140km）

入会金 年会費

正会員 総会の議決に参加で
きる会員です。 10,000円 12,000円

賛助会員 当協会を援助してい
ただく会員です。 5,000円  6,000円

公益社団法人 横浜市防火防災協会 総務課
TEL：045-714-0920　
FAX：045-714-0921
E メール： kyoukai@ydp.or.jp　　　　

お問い合わせ、ご入会の手続き

　当協会の目的に賛同されて入会を希望される個人、法人（団体）については、随時、入会を受け付けています。
■  会員になりますと、防火防災に役立つ情報や消防関連各種講習会の開催案内などの提

供を受けることができます。
提供される主な情報や案内は、次のとおりです。

1 防災広報誌（年４回）　　2 火災予防ポスター（年２回）
3 消防法、横浜市火災予防条例の改正情報
4  当協会が開催する消防法に基づく資格取得講習や応急手当普及啓発講習の実施計画
5 防災をテーマとした講演会、セミナー研修への参加案内
6 防災先進施設等の視察研修への参加案内
7 防災関係図書、防災グッズ等の紹介、案内

■  会員には「正会員」と「賛助会員」の２種類があり、入会時に選択することができます。
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26

古き日本の良さが、西洋文明の影響を受け近代化す
る新しい日本に、飲み込まれ、失うのではとハーン
は憂いていた。だが、訪日外国人のインタビューを
見る限り、古き日本は、まだ失われてはいないと期
待がもてそうである。

日本は、時代とともに中国、西欧、米国の文化を受
け入れることで、独特の文化を育んできたが、日本
から世界への文化発信は、得手とは言い難かった。
そんな中、19世紀末日本からの荷物（陶器や漆）
の詰め物であった浮世絵が、ジャポニズムと呼ば
れる日本ブームを起こした例がある。今日では、漫
画、アニメ、ゲームなどのポップカルチャーや日本

食への関心が世界的に高まり、
日本の日常文化が、世界に浸透
し始めている。この流れにより、
ハーンが消失を憂いた古き日本
の文化が、いつしか、世界の当り
前になったらとSNSを見つつ妄
想している。（K）

離をとってから鬼の方を見ている。鬼はおも

むろに走り出し、とおのすけに近寄るととお

のすけは叫び声をあげて逃げる。結構速いの

だ。追いつきそうになると叫び声は大きくなる。

逃げる。じいちゃんがとおのすけを追うときは

いつもベロキラプトルになる。両手の肘を曲げ

親指と４指で小さな体のどこかを掴もうとする。

じいちゃんはすぐへばるから速度を落とすとと

おのすけは安全距離まで遠ざかる。繰り返し繰

り返し、追いかけっこは飽きない。ベロキラプ

トルはじいちゃんに戻り「とおのすけ、そろそろ

帰ろうよ」「やだ」

家路についたのは

それから20分後だ。

（し）

日本の常識、世界の常識へ日本の常識、世界の常識へ

何気ない日常風景がSNSで一瞬にして世界に発
信される。救急車が出場する消防署前、署員が車を
止める。救急車がサイレンとともに出場した後、
その車に署員は丁寧に会釈する。この何気ない日常
の所作が、海外から「礼儀正しい」と注目を集めてい
る。世界的には特異な例なのかもしれない。だが、
この行為はこの場面に限ったことではない。

増加する訪日外国人に日本の第一印象をインタ
ビューすると日本人は「礼儀正しく、親切丁寧だ」と
驚きを以て語ってくる。かつて、ハーンも、日本人の

「親切や好意は（略）、言葉にもできないほど」で「素
朴な礼儀正しさ」は「心からあふれ出てきたもので
ある」と『日本の面影』の中に記している。一方、その

ちーちゃんが幼稚園にいる間、じいちゃんは弟

（二歳半）のとおのすけをバギーに乗せて散歩に

行く。行き先はとおのすけが決める。今日は公

園でバギーを降りた。「じいちゃん、かくれんぼ

しよう。じいちゃんが鬼だよ」鬼は後ろを向いて

「もういいかい」「もういいよ」隠れ場所はわかっ

ている。木陰や草やぶを覗き「あれ、ここかな

あ、いないぞ、こっちかな」するととおのすけは

「ここでしたあ」と出てきてしまう。見つかるま

で待てない。そしてすぐ種目を変える。「じい

ちゃん、追いかけっこしよう」走るのが大好きだ。

「じいちゃん、鬼だよ」とおのすけは鬼と安全距
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コレ朝食は ！
第2回当協会事務局員のオススメ

キロメートルの短い路線

である。目指すは、「うみ

しばうら駅」である。鶴見

線を都会のローカル線と

紹介しているむきもあるよ

うだが、そうであってそう

ではないという感じであ

る。なにしろ日本を支えて

きた重工業地帯を走って

いる路線なのである。

うみしばうら駅の左側は

そのまま海である。間違いなく日本で一番海に近い駅

だ。海の先は京浜工業地帯が連なっており、映画の中

の作り物のように、鶴見つばさ橋、横浜ベイブリッジ

が見える。右側は会社の敷地内なので、一般人、散歩

人は改札口から外には出られない。駅に隣接して海

芝公園があり数か所ベンチが置かれている。トベラ

の緑の葉が光っていて美しい。支線の終点であるか

ら、折り返しになる。車内の座席に腰かけて海をみ

る。音が聞こえない。運転士がベルを二回鳴らして

出発の合図をした。

日本で一番海に近い駅。それが横浜にあることをつ

い最近まで、知らなかった。残念というより、散歩人と

していかがなものかと恥ずかしくなる。散歩人て何？ 

秋晴れの日に、勤め人や学生に混じって、横浜駅から

京浜東北線に乗り鶴見駅に向かうが、横浜駅を発車して

すぐに車両が停車してしまう。車内アナウンスは迅速

的確である。川崎蒲田間での信号トラブルのため点検

実施中、前の列車が東神奈川で停車している。従ってこ

の車両も線路上に停車。

実に人生そのものである。

どうするんだ、オレ。

鶴見線は二つの支線を

含め13駅あり、全線で9.7

編集後記
新年度となり、各組織や各人が新たなスタートを切る。中区の３消防団も新たに中消防団になった。昨年「ハヤブサ消防
団」というドラマがあったが、正に地域を愛し、住民に寄り添う消防団は、この上ない心強い存在。消防団の歴史を紐解く今
号の記事からも、社会やその発展を支えてきたことが伝わってくる。連綿と続く歴史や伝統とともに、新たな結束で防火防
災に貢献される中消防団に敬意を表したい。（F）

横浜市防火防災協会横浜市防火防災協会
事務局次長兼講習課長事務局次長兼講習課長

韮山広志韮山広志

　今日の朝食はサンドイッ
チです。野菜サンド、卵ハ
ムサンド、ポテトサラダサン

ド、イチゴジャムサンドの４種類の他に、
野菜サラダ、フルーツ、牛乳、ヨーグル
トです。実家がパン屋の妻が作るサン
ドイッチは、ある意味プロの味だと思い
ます。私は、ポテトサラダにソースをちょっ
とかけて食べるのが好きで、ポテトサラ
ダサンドもこの食べ方はおススメだと思
います。サンドイッチはお弁当としてお昼
にも食べました。ごちそうさまでした。

文化財防火デー

旧伊藤博文別邸にて
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●救命講習（普通救命講習Ⅰ・Ⅲ、上級救命講習、応急手当普及員講習）
●防火管理者・防災管理者取得講習 ●自衛消防業務講習
●防火対象物点検資格者講習 ●防災管理点検資格者講習
●危険物取扱者受験準備講習 ●患者等搬送乗務員講習

講習紹介コーナー   救  命  講  習

電話申し込み
横浜市防火防災協会　０４５－７１４－９９１１

平日 ９時～16時（12時～13時を除く）

横浜市消防局ホームページ（Web予約）
消防局サイト内検索で、「救命講習等Web予約」で検索してください。

予約ページに進みますので、 必要事項を入力してください。

講習の詳しい日程などについては、ホームページをご覧ください。 横浜市防火防災協会

当協会では横浜市等から
受託し防火防災の各種
資格取得講習を実施し
ています

●救命講習（普通救命講習Ⅰ・Ⅲ、上級救命講習、応急手当普及員講習）
●防火管理者・防災管理者取得講習 ●自衛消防業務講習
●防火対象物点検資格者講習 ●防災管理点検資格者講習
●危険物取扱者受験準備講習 ●患者等搬送乗務員講習

講習紹介コーナー   救  命  講  習

電話申し込み
横浜市防火防災協会　０４５－７１４－９９１１

平日 ９時～16時（12時～13時を除く）

横浜市消防局ホームページ（Web予約）
消防局サイト内検索で、「救命講習等Web予約」で検索してください。

予約ページに進みますので、 必要事項を入力してください。

講習の詳しい日程などについては、ホームページをご覧ください。 横浜市防火防災協会

当協会では横浜市等から
受託し防火防災の各種
資格取得講習を実施し
ています

 「その時のために・・・」　講習で正しい知識と技術を身につけましょう！！

誰が受講できるの？

どの講習を受けたらいいの？

 〇普通救命講習Ⅰ・Ⅲと上級救命講習       
 　横浜市内「在住 ・在勤 ・在学」の方が対象です。
 〇応急手当普及員新規講習        
　横浜市内の事業所や自主防災組織等において応急手当の指導をする方が対象です。
　※認定を更新される方は、３年以内に再講習を受講する必要があります。 

①普通救命講習Ⅰ   ３時間（半日）
　主に成人に対して必要な応急手当の方法を習得
　◇基本的心肺蘇生法 ◇ ＡＥＤの使用法 ◇ 気道異物の除去 ◇止血法
②普通救命講習Ⅲ   ３時間（半日）
　主に小児、乳児、新生児に対して必要な応急手当の方法を習得 
　◇基本的心肺蘇生法 ◇ ＡＥＤの使用法 ◇ 気道異物の除去 ◇止血法
③上級救命講習    ８時間（１日）
　①や②に加え、さらに詳しい応急手当の方法を習得
　◇基本的心肺蘇生法 ◇ ＡＥＤの使用法 ◇ 気道異物の除去 ◇止血法
　◇傷病者管理法 ◇その他の応急手当

④応急手当普及員新規講習   ２４時間（３日間）
　事業所や自主防災組織で普通救命講習Ⅰを指導する知識と技術を習得
　◇応急手当の基礎的な知識技能 ◇応急手当の指導要領、指導技法 ◇基礎医学
　◇効果測定など　※救命講習修了者等、心肺蘇生法を習得済みの方のみ
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令和６年度　救命講習日程表

◆講習会場定員
　◇防セン：普通Ⅰ・上級 45 名、普通Ⅲ・普及員再講習 30 名
　◇長津田：普通Ⅰ・上級 24 名、普通Ⅲ 20 名
　◇救命士養成所：普及員新規講習 30 名・普及員再講習 30 名・普通Ⅲ 14 名

横　浜　市　消　防　局
公益社団法人横浜市防火防災協会

〇 講習会場は、横浜市民防災センター（防セン）、長津田消防出張所（長津田）、救急救命士養成所（養成所）ですが、会場側の都合等に
より変更する場合があります。最新情報はホームページでご確認ください。

〇１年間を四半期に分けて受け付けます。受付開始日にご注意のうえ、お早めにお申込みください。

月別 受付開始日 普通救命Ⅰ 普通救命Ⅲ 上級救命 普及員（新規） 普及員（再講習）

4月

 
４月３日 
（水）

15(月) 午前・防セン 20(土) 午前・防セン 12(金) 防セン 30(火) 午後
15(月) 午後・防セン 20(土) 午後・防セン 17(水) 防セン 　救命士養成所
26(金) 午前・防セン 24(水) 午前・防セン 22(月) 防セン
26(金) 午後・防セン 24(水) 午後・防セン

30(火) 午前・養成所

5月

16(木) 午前・防セン 14(火）午前・養成所 2 (木) 防セン  8 (水)～10(金） 14(火) 午後
16(木) 午後・防セン 24(金) 午前・防セン 13(月) 防セン 　救命士養成所 　救命士養成所
20(月) 午前・防セン 24(金) 午後・防セン 18(土) 防セン
20(月) 午後・防セン 22(水) 長津田
29(水) 午前・長津田 31(金) 防セン
29(水) 午後・長津田

6月
5 (水) 午前・長津田 21(金) 午前・長津田 14(金) 防セン 10(月)～12(水） 27(木) 午後
5 (水) 午後・長津田 21(金) 午後・長津田 18(火) 長津田 24(月)～26(水） 　救命士養成所

16(日) 午前・防セン 27(木) 午前・養成所 28(金) 防セン 　救命士養成所
16(日) 午後・防セン

7月

６月３日 
（月）

1 (月) 午前・防セン 22(月) 午前・養成所 3 (水) 長津田 29(月)～31(水） 22(月) 午後
1 (月) 午後・防セン 5 (金) 防セン 　救命士養成所 　救命士養成所
8 (月) 午前・長津田 10(水) 長津田
8 (月) 午後・長津田 12(金) 防セン

16(火) 防セン
20(土) 防セン
24(水) 防セン
26(金) 長津田

8月
23(金) 午前・防セン 6 (火) 午前・養成所 2 (金) 防セン  7 (水)～ 9 (金）  6 (火) 午後
23(金) 午後・防セン 13(火) 午前・養成所 10(土) 防セン 　救命士養成所 　救命士養成所

27(火) 午前・長津田 20(火) 防セン
27(火) 午後・長津田 30(金) 長津田

9月

13(金) 午前・長津田 24(火) 午前・防セン 4 (水) 長津田 24(火) 午後
13(金) 午後・長津田 6 (金) 防セン 　防セン
17(火) 午前・防セン 10(火) 長津田
17(火) 午後・防セン 15(日) 防セン
27(金) 午前・長津田
27(金) 午後・長津田

10月

９月２日 
(月）

11(金) 午前・防セン 17(木) 午前・長津田 1 (火) 長津田 21(月) 午後
11(金) 午後・防セン 17(木) 午後・長津田 4 (金) 防セン 　防セン
15(火) 午前・防セン 21(月) 午前・防セン 8 (火) 長津田
15(火) 午後・防セン 19(土) 防セン
25(金) 午前・長津田 23(水) 長津田
25(金) 午後・長津田

11月

15(金) 午前・長津田 25(月) 午前・防セン 5 (火) 防セン 25(月) 午後
15(金) 午後・長津田 27(水) 午前・長津田 8 (金) 長津田 　防セン
18(月) 午前・防セン 27(水) 午後・長津田 10(日) 防セン
18(月) 午後・防セン 12(火) 長津田

20(水) 長津田
22(金) 防セン
29(金) 防セン

12月

6 (金) 午前・防セン 19(木) 午前・防セン 4 (水) 長津田 19(木) 午後
6 (金) 午後・防セン 10(火) 長津田 　防セン

12(木) 午前・長津田 14(土) 防セン
12(木) 午後・長津田 16(月) 防セン

23(月) 防セン
26(木) 防セン

1月

12月２日 
（月）

10(金) 午前・防セン 17(金) 午前・長津田 8 (水) 防セン
10(金) 午後・防セン 17(金) 午後・長津田 14(火) 長津田
31(金) 午前・長津田 21(火) 長津田
31(金) 午後・長津田 24(金) 防セン

28(火) 長津田

2月

7 (金) 午前・長津田 2 (日) 防セン
7 (金) 午後・長津田 4 (火) 長津田

21(金) 午前・長津田 12(水）長津田
21(金) 午後・長津田 14(金) 長津田
27(木) 午前・長津田 18(火) 長津田
27(木) 午後・長津田 20(木) 防セン

25(火) 長津田

3月
5 (水) 午前・長津田 7 (金) 午前・長津田 3 (月) 長津田 17(月)～19(水） 21(金) 午後
5 (水) 午後・長津田 7 (金) 午後・長津田 24(月) 防セン 　救命士養成所 　救命士養成所

26(水) 午前・防セン 11(火) 午前・養成所 28(金) 防セン
26(水) 午後・防セン 21(金) 午前・養成所

●救命講習（普通救命講習Ⅰ・Ⅲ、上級救命講習、応急手当普及員講習）
●防火管理者・防災管理者取得講習 ●自衛消防業務講習
●防火対象物点検資格者講習 ●防災管理点検資格者講習
●危険物取扱者受験準備講習 ●患者等搬送乗務員講習

講習紹介コーナー   救  命  講  習

電話申し込み
横浜市防火防災協会　０４５－７１４－９９１１

平日 ９時～16時（12時～13時を除く）

横浜市消防局ホームページ（Web予約）
消防局サイト内検索で、「救命講習等Web予約」で検索してください。

予約ページに進みますので、 必要事項を入力してください。

講習の詳しい日程などについては、ホームページをご覧ください。 横浜市防火防災協会

当協会では横浜市等から
受託し防火防災の各種
資格取得講習を実施し
ています

●救命講習（普通救命講習Ⅰ・Ⅲ、上級救命講習、応急手当普及員講習）
●防火管理者・防災管理者取得講習 ●自衛消防業務講習
●防火対象物点検資格者講習 ●防災管理点検資格者講習
●危険物取扱者受験準備講習 ●患者等搬送乗務員講習

講習紹介コーナー   救  命  講  習

電話申し込み
横浜市防火防災協会　０４５－７１４－９９１１

平日 ９時～16時（12時～13時を除く）

横浜市消防局ホームページ（Web予約）
消防局サイト内検索で、「救命講習等Web予約」で検索してください。

予約ページに進みますので、 必要事項を入力してください。

講習の詳しい日程などについては、ホームページをご覧ください。 横浜市防火防災協会

当協会では横浜市等から
受託し防火防災の各種
資格取得講習を実施し
ています

最新の日程は
ホームページで確認

https://www.ydp.or.jp/kosyu01/
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令和６年度　防火・防災管理講習等日程表

横　浜　市　消　防　局
公益社団法人横浜市防火防災協会

横浜市防火防災協会ホームページ
https://www.ydp.or.jp/kosyu02/

◇講習会場「横浜市研修センター」中区山下町72番地の 1 　

月別 甲種防火管理新規講習及び防災管理
新規講習を併せて実施する講習

甲種防火管理再講習及び
防災管理再講習を併せて
実施する講習

乙種防火管理講習 甲種防火管理再講習 防災管理新規講習

4月 第 1 回 22日 (月) 23日 (火) 第 1 回 30日 (火)
第 2 回 27日 (土) 28日 (日)

5月

第 3 回 1 日 (水) 2 日 (木)
第 4 回 7 日 (火) 8 日 (水)
第 5 回 20日 (月) 21日 (火)
第 6 回 25日 (土) 26日 (日)
第 7 回 27日 (月) 28日 (火)

6月

第 8 回 6 日 (木) 7 日 (金) 第 2 回 19日 (水)
第 9 回 10日 (月) 11日 (火)
第10回 17日 (月) 18日 (火)
第11回 22日 (土) 23日 (日)
第12回 29日 (土) 30日 (日)

7月

第13回 1 日 (月) 2 日 (火) 第 3 回 23日 (火) 第 1 回 26日 (金)
第14回 8 日 (月) 9 日 (火)
第15回 16日 (火) 17日 (水)
第16回 20日 (土) 21日 (日)

8月

第17回 5 日 (月) 6 日 (火) 第 4 回 7 日 (水)
第18回 8 日 (木) 9 日 (金) 第 5 回 17日 (土)
第19回 13日 (火) 14日 (水)
第20回 19日 (月) 20日 (火)

9月

第21回 4 日 (水) 5 日 (木) 第 1 回 30日 (月)
第22回 12日 (木) 13日 (金)
第23回 17日 (火) 18日 (水)
第24回 19日 (木) 20日 (金)
第25回 21日 (土) 22日 (日)

10月

第26回 8 日 (火) 9 日 (水) 第 6 回 3 日 (木)
第27回 10日 (木) 11日 (金)
第28回 15日 (火) 16日 (水)
第29回 17日 (木) 18日 (金)
第30回 21日 (月) 22日 (火)
第31回 24日 (木) 25日 (金)
第32回 28日 (月) 29日 (火)
第33回 30日 (水) 31日 (木)

11月

第34回 1 日 (金) 2 日 (土)
第35回 13日 (水) 14日 (木)
第36回 16日 (土) 17日 (日)
第37回 19日 (火) 20日 (水)
第38回 25日 (月) 26日 (火)

12月

第39回 2 日 (月) 3 日 (火) 第 1 回 6 日 (金)
第40回 9 日 (月) 10日 (火)
第41回 16日 (月) 17日 (火)
第42回 18日 (水) 19日 (木)
第43回 21日 (土) 22日 (日)

1月

第44回
第45回
第46回
第47回
第48回

14日 (火) 15日 (水) 第 7 回 31日 (金)
20日 (月) 21日 (火)
24日 (金) 25日 (土)
27日 (月) 28日 (火)
29日 (水) 30日 (木)

2月

第49回 3 日 (月) 4 日 (火) 第 8 回 12日 (水)
第50回 15日 (土) 16日 (日) 第 9 回 26日 (水)
第51回 18日 (火) 19日 (水)
第52回 20日 (木) 21日 (金)

3月

第53回 3 日 (月) 4 日 (火)
第54回 11日 (火) 12日 (水)
第55回 13日 (木) 14日 (金)
第56回 21日 (金) 22日 (土)

◆受付開始日
　各講習の受付開始日については、ホームページを御確認ください。
◆オンライン講習について
　令和 6 年度より、次の講習についてはオンライン講習を行っています。　
　・甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習
　・甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習
　・甲種防火管理再講習
　詳しくは、ホームページを御確認ください
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横浜市磯子区馬場町1-48 0120-963-890

横浜型地域貢献企業
横浜市Y-ＳＤＧＳ認証
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〒232-0064   横浜市南区別所一丁目15番1号 BML横浜ビル2階

□
□

総 務 課
防 災 支 援 課

TEL 045（714）0920
TEL 045（714）0929

□ 
□ 

講 習 課
救 命 講 習 受 付

TEL 045（714）9909
TEL 045（714）9911

公益社団法人 横浜市防火防災協会 ＵＲＬ https://ydp.or.jp
ＦＡＸ 045（714）0921


